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１．はじめに 

韓国特許プラクティスによれば、特許拒絶決定に対して、その謄本の送達日から 30 日以内（在外者は 2 ヵ月の期

間延長可）に、明細書等の補正を行うと同時に再審査を請求すると、拒絶決定不服審判を請求することなく、審査官

による再審査を受けることができます（但し、2009 年 7 月 1 日以後の出願のみが再審査請求の対象であり、2009

年 6月 30日以前に出願された特許出願については、拒絶決定不服審判の請求のみが可能）。なお、再審査請求後、再

度拒絶決定を受けた場合に、2回目の再審査請求を行うことはできない。 

 

再審査後、特許拒絶決定を受けると、この拒絶決定の謄本送達日から 30 日以内に（在外者は、２ヵ月の期間延長

可能）、拒絶決定不服審判が請求可能です。但し、明細書又は図面の補正は不可であり、審判請求期間に分割出願のみ

が可能となります。 
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